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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次

第39期

第３四半期

連結累計期間

第40期

第３四半期

連結累計期間

第39期

第３四半期

連結会計期間

第40期

第３四半期

連結会計期間

第39期

会計期間
自　平成21年７月１日

至　平成22年３月31日

自　平成22年７月１日

至　平成23年３月31日

自　平成22年１月１日

至　平成22年３月31日

自　平成23年１月１日

至　平成23年３月31日

自　平成21年７月１日

至　平成22年６月30日

売上高 （千円） 12,472,05814,947,1634,758,3534,825,21419,591,791

経常利益又は経常損失
（△）

（千円） △991,522797,903△242,748311,898133,479

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失（△）

（千円） △865,478375,142△529,812116,000 73,195

純資産額 （千円） － － 10,374,73911,169,02410,809,950

総資産額 （千円） － － 21,527,45320,314,00522,577,177

１株当たり純資産額 （円） － － 875.03 941.68 912.34

１株当たり四半期
（当期）純利益金額又は
四半期純損失金額（△）

（円） △74.72 32.39 △45.74 10.02 6.32

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 47.1 53.7 46.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △70,2951,177,991 － － 381,855

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 133,748△277,110 － － 45,868

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 1,130,526△1,061,899 － － 628,092

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） － － 4,158,8463,731,3863,861,556

従業員数 （名） － － 933 967 939

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第39期第３四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

４　第39期及び第40期第３四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載しております。
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３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金

又は出資金
主要な事業の内容

議決権の所有

（又は被所有）

割合(％)

関係内容

（連結子会社） 　 　 　 　 　

　ミヤチマニュファク
チャリング
タイランドCo.,LTD.

タイ王国
チョンブリ県

15,000千バーツ
産業用電気機器の
製造販売

100.0

（0.0）
－

　ミヤチベトナムCo.,
LTD.

ベトナム
ホーチミン市

200千米ドル
産業用電気機器の
販売サービス

100.0 －

（注）「議決権の所有又は被所有割合」欄の（内書）は間接所有であります。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況
平成23年３月31日現在

従業員数(名) 967　

(注) 　従業員数は、就業人員であります。

　
(2) 提出会社の状況

平成23年３月31日現在

従業員数(名) 367　

(注) 　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 　生産高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 2,618,491 －

米国 1,440,633 －

欧州 575,357 －

アジア 342,454 －

合計 4,976,937 －

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　

(2) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 　受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
　受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

日本 1,702,747 － 1,239,984 －

米国 992,196 － 861,453 －

欧州 877,054 － 890,185 －

アジア 930,877 － 772,493 －

合計 4,502,875 － 3,764,116 －

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　

(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 　販売高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 1,861,724 －

米国 1,118,342 －

欧州 825,180 －

アジア 1,019,967 －

合計 4,825,214 －

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクに係る重要な

変更及び新たに発生した事業等のリスクはありません。

　
　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し
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たものであります。

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間における世界経済は、中国をはじめとしたアジア諸国の成長に加え、米国での景気回

復や、一部の国で信用不安問題は継続しているもののドイツを中心とした欧州での持ち直しにより、緩やかな景気

回復が継続しました。

日本経済は、デフレが続く中、中国を中心としたアジア向けの輸出に支えられ、景気の足踏み状態から脱しつつあ

りました。しかしながら、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、大津波や福島原発事故を引き起こ

し、我が国に甚大な被害をもたらしており、日本経済にも生産減、個人消費の低迷など大きな影響を及ぼしつつあり

ます。

このような状況の中、当社グループは第３次中期経営計画の初年度にあたる本年、地域として中国・韓国を中心

としたアジアでの事業拡大、分野としてモバイル機器、自動車用電池及び医療機器業界などの成長分野での事業拡

大を図ってまいりました。

この結果、グループの連結売上高は48億25百万円（前年同四半期比1.4％増）となりました。また利益面につきま

しては、営業利益は２億49百万円となり、前年同四半期に比較して４億65百万円の増加、経常利益は３億11百万円で

同５億54百万円の増加、四半期純利益は１億16百万円で同６億45百万円の増加となりました。

　
セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

電子部品、モーター、自動車電装品業界への売上は堅調に推移しているものの、HDD（ハードディスクドライブ）

業界への売上が減少したことにより、売上高は25億76百万円、セグメント損失は１億30百万円となりました。

②米国

景気の回復が続き、医療機器、自動車関連業界及び電子部品業界への売上が堅調に推移し、売上高は12億51百万

円、セグメント利益は99百万円となりました。

③欧州

欧州では、大型システム製品の売上はなかったものの、ドイツを中心に採算性の高い抵抗溶接機器の販売が好調

に推移したことにより、売上高は８億65百万円、セグメント利益は83百万円となりました。

④アジア

中国では、モーター、電池及び電子部品業界への採算性の高い抵抗溶接機器の売上が堅調に推移いたしました。韓

国では、電池及び液晶ディスプレー業界向けのレーザ溶接装置の売上が増加しました。

この結果、売上高は12億45百万円、セグメント利益は１億80百万円となりました。

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 財政状態の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べて10.0％減少の203億14百万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛

金の減少（18億94百万円）、現金及び預金の減少（１億27百万円）によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて22.3％減少の91億44百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金の

減少（16億11百万円）、長期借入金の減少（６億51百万円）及び社債の減少（２億円）によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.3％増加の111億69百万円となりました。これは、主に利益剰余金が増

加（３億21百万円）したことによるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、37億31百万円となり、第

２四半期連結会計期間末に比べ５億68百万円増加しました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は前年同四半期に比べ２億74百万円増加し、４億46百万円となりました。

これは、たな卸資産の増加（１億91百万円）及び仕入債務の減少（１億74百万円）という資金減少要因があっ

たものの、売上債権の減少（３億59百万円）、税金等調整前四半期純利益（２億44百万円）、減価償却費（２億23百

万円）という資金増加要因が大きかったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は前年同四半期に比べ82百万円増加し、１億２百万円となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出（１億14百万円）によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は前年同四半期に比べ５億66百万円減少し、１億７百万円となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出（３億25百万円）、社債の償還による支出（１億円）という資金減少

要因があったものの、短期借入金の純増額（５億61百万円）という資金増加要因が大きかったためであります。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　
(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は２億94百万円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　
(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

　

②　【発行済株式】

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成23年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成23年５月13日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 12,030,685 12,030,685
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

計 12,030,685 12,030,685－ －
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(2) 【新株予約権等の状況】

①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。

平成15年12月18日　第32回定時株主総会の特別決議

平成23年２月１日をもって行使期間が満了したため消滅しました。

　
　

平成16年９月28日　第33回定時株主総会の特別決議

　
第３四半期会計期間末現在

(平成23年３月31日)

新株予約権の数（個） 656（注）１，２

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 65,600（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 1,282（注）３

新株予約権の行使期間
平成18年10月１日～
平成23年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　1,282

資本組入額　641

新株予約権の行使の条件

①対象者は、新株予約権を行使時においても当社または

当社の関係会社の取締役、執行役員、従業員の地位に

あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年

による退職の場合は、この限りではない。

②対象者の相続人による新株予約権の行使は認める。

③新株予約権の質入れその他の処分は認めない。

④その他、権利行使の条件については第33回定時株主総

会及び取締役会決議に基づき、当社と付与者との間で

締結する「新株予約権割当契約」に定めるところに

よる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権の数44個（新株予約権の目的となる株式の数4,400株）が失権しております。

３　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は（新株予約権の行使によるも

のを除く）、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数
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②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。

平成18年９月27日　第35回定時株主総会の特別決議第１回分（平成18年９月27日取締役会決議）

　
第３四半期会計期間末現在

(平成23年３月31日)

新株予約権の数（個） 1,915（注）１，２

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 191,500（注）２，３

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 2,360（注）４

新株予約権の行使期間
平成20年９月28日～
平成25年９月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　2,360

資本組入額　1,180

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は権利行使時においても当社の取締役、

執行役員及び従業員ならびに当社の子会社取締役及

び執行役員であることを要する。ただし、当社または

当社の子会社の取締役及び執行役員が任期満了によ

り退任した場合、当社の従業員が定年により退職した

場合、当社及び子会社間で転籍した場合、その他、当社

が取締役会の決議をもって正当な理由のあるものと

特に認めた場合にはこの限りではない。

②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定は認めな

い。

③その他新株予約権の割り当てに関する条件について

は、当社と新株予約権の割り当てを受けるものとの間

で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権の数320個（新株予約権の目的となる株式の数32,000株）が失権しております。

３　当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同

じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数

は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・合併の比率 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式

数を調整するものとする。

４　新株予約権発行後に当社が時価を下回る価格で新株を発行する場合、次の算式により、下記(注)７に定める行使

価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げる。ただし、新株予約権の行使及

び公正発行価額による公募増資の場合は、この限りではない。

調整後払込価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

また、新株予約権発行後に当社が株式分割または併合を行う場合、行使価額を分割または併合の比率に応じて

比例的に調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げる。上記のほか、割当日後行使

価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で適切に調整する。
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５　組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存

する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以

下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)３に準じて決定する。

(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記(注)７に定められる行使価額を組

織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(ハ)に従って決定される当該新株予

約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(ホ)新株予約権を行使することができる期間

以下に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、以下に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成20年９月28日から平成25年９月27日まで

(ヘ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下に準じて決定する。

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切

り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加

限度額から上記①に定める資本金の額を減じた額とする。

(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(チ)新株予約権の取得条項

下記(注)６に準じて決定する。

(リ)その他の新株予約権の行使の条件

上記表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

６　新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な

場合は、当社取締役会決議の決定がなされた場合）は取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を

取得することができる。 

７　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込み金額（行使価額） 2,360円

新株予約権１個当たり 　　　　　　236,000円
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平成18年９月27日　第35回定時株主総会の特別決議第２回分（平成19年７月25日取締役会決議）

　
第３四半期会計期間末現在

(平成23年３月31日)

新株予約権の数（個） 540（注）１，２

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 54,000（注）２，３

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 2,109（注）４

新株予約権の行使期間
平成21年７月26日～
平成26年７月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　2,109

資本組入額　1,055

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は権利行使時においても当社の取締役、

執行役員及び従業員ならびに当社の子会社取締役及

び執行役員であることを要する。ただし、当社または

当社の子会社の取締役及び執行役員が任期満了によ

り退任した場合、当社の従業員が定年により退職した

場合、当社及び子会社間で転籍した場合、その他、当社

が取締役会の決議をもって正当な理由のあるものと

特に認めた場合にはこの限りではない。

②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定は認めな

い。 

③その他新株予約権の割り当てに関する条件について

は、当社と新株予約権の割り当てを受ける者との間で

締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権の数22個（新株予約権の目的となる株式の数2,200株）が失権しております。

３　当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同

じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数

は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・合併の比率 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式

数を調整するものとする。

４　新株予約権発行後に当社が時価を下回る価格で新株を発行する場合、次の算式により、下記(注)７に定める行使

価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げる。ただし、新株予約権の行使及

び公正発行価額による公募増資の場合は、この限りではない。

調整後払込価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行による増加株式数

また、新株予約権発行後に当社が株式分割または併合を行う場合、行使価額を分割または併合の比率に応じて

比例的に調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げる。上記のほか、割当日後行使

価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で適切に調整する。
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５　組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存

する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以

下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)３に準じて決定する。

(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記(注)７に定められる行使価額を組

織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(ハ)に従って決定される当該新株予

約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(ホ)新株予約権を行使することができる期間

以下に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、以下に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成21年７月26日から平成26年７月25日まで

(ヘ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下に準じて決定する。

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切

り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加

限度額から上記①に定める資本金の額を減じた額とする。

(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(チ)新株予約権の取得条項

下記(注)６に準じて決定する。

(リ)その他の新株予約権の行使の条件

上記表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

６　新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な

場合は、当社取締役会決議の決定がなされた場合）は取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を

取得することができる。 

７　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込み金額（行使価額） 2,109円

新株予約権１個当たり 　　　　　　210,900円
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平成22年９月28日　第39回定時株主総会の普通決議（平成22年９月28日取締役会決議第１回分）

　
第３四半期会計期間末現在

(平成23年３月31日)

新株予約権の数（個） 510（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 51,000（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 560（注）５

新株予約権の行使期間
平成24年10月１日～
平成29年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　560

資本組入額　280

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役

または顧問並びに当社の子会社の取締役または顧問

であることを要する。ただし、当社の取締役が任期満

了により退任した場合、その他、当社が取締役会の決

議をもって正当な理由のあるものと特に認めた場合

にはこの限りではない。

②新株予約権の質入れその他の担保設定は認めない。

③その他新株予約権の行使に関する条件については、当

社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結す

る契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承
認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）７

（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同

じ。）または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

なお、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調

整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込み金額（行使価額） 560円

新株予約権１個当たり　　　　　　56,000円

４　新株予約権の取得条項

以下の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)または(ホ)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な

場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取

得することができる。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ロ)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(ハ)当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案

(ニ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも

しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを

設ける定款の変更承認の議案
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５　新株予約権の目的である株式の数及び行使価額の調整

当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、割当日後に当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は（新株予約権の行

使によるものを除く）、次の算式により、上記(注)３に定める行使価格を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数については、これを切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たりの処分金額」と読み替える。さらに、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額

は適切に調整されるものとする。

６　新株予約権の行使により株券を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い

算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げる。

(ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(イ)記載の資本金等増加

限度額から上記(イ)に定める資本金の額を減じた額とする。

７　組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。た

だし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(イ)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(ロ)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(ハ)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)２に準じて決定する。

(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)３に定められる行使価額を組

織再編成の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(ハ)に従って決定される当該新

株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(ホ)新株予約権を行使することができる期間

以下に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、以下に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成24年10月１日から平成29年９月30日まで

(ヘ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下に準じて決定する。

上記(注)６に準じて決定する。

(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(チ)新株予約権の取得条項

上記(注)４に準じて決定する。

(リ)その他の新株予約権の行使の条件

上記表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

８　新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端株の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式に１株に満たない端株がある場合には、これを切り捨てる

ものとする。
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平成22年９月28日　第39回定時株主総会の特別決議（平成22年９月28日取締役会決議第２回分）

　
第３四半期会計期間末現在

(平成23年３月31日)

新株予約権の数（個） 2,796（注）１，２

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 279,600（注）２，３

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 560（注）６

新株予約権の行使期間
平成24年10月１日～
平成29年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　560

資本組入額　280

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締

役、執行役員及び従業員または顧問並びに当社の子会

社の取締役及び執行役員または顧問であることを要

する。ただし、当社または当社の子会社の取締役及び

執行役員が任期満了により退任した場合、当社の従業

員が定年により退職した場合、その他、当社が取締役

会の決議をもって正当な理由のあるものと特に認め

た場合にはこの限りではない。

②新株予約権の質入れその他の担保設定は認めない。 

③その他新株予約権の行使に関する条件については、当

社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結す

る契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承
認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）８

（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権の数30個（新株予約権の目的となる株式の数3,000株）が失権しております。

３　当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同

じ。）または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

なお、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調

整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

４　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込み金額（行使価額） 560円

新株予約権１個当たり　　　　　　56,000円

５　新株予約権の取得条項

以下の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)または(ホ)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な

場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取

得することができる。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ロ)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(ハ)当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案

(ニ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも

しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを

設ける定款の変更承認の議案
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６　新株予約権の目的である株式の数及び行使価額の調整

当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、割当日後に当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は（新株予約権の行

使によるものを除く）、次の算式により、上記(注)４に定める行使価格を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数については、これを切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たりの処分金額」と読み替える。さらに、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額

は適切に調整されるものとする。

７　新株予約権の行使により株券を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い

算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げる。

(ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(イ)記載の資本金等増加

限度額から上記(イ)に定める資本金の額を減じた額とする。

８　組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。た

だし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(イ)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(ロ)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(ハ)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)３に準じて決定する。

(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)４に定められる行使価額を組

織再編成の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(ハ)に従って決定される当該新

株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(ホ)新株予約権を行使することができる期間

以下に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、以下に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成24年10月１日から平成29年９月30日まで

(ヘ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下に準じて決定する。

上記(注)７に準じて決定する。

(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(チ)新株予約権の取得条項

上記(注)５に準じて決定する。

(リ)その他の新株予約権の行使の条件

上記表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

９　新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端株の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式に１株に満たない端株がある場合には、これを切り捨てる

ものとする。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成23年１月１日～

平成23年３月31日
― 12,030,685 ― 1,606,113 ― 3,626,860

　

(6) 【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社から平成23年１月18日付

で関東財務局長に提出された大量保有報告書（変更報告書）により、平成23年１月14日現在で以下の株式を所有

している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の

確認ができません。

　なお、大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ファンネックス・アセット・マネジ
メント株式会社

東京都千代田区内幸町二丁目２番３号日
比谷国際ビル18階

546 4.54
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(7) 【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容を確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成22年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①　【発行済株式】

平成22年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－ －
　普通株式 448,500

完全議決権株式（その他） 　普通株式 11,485,000114,850 －

単元未満株式 　普通株式 97,185 － －

発行済株式総数 　 12,030,685－ －

総株主の議決権 　 － 114,850 －

(注) １　「単元未満株式」には当社所有の自己株式80株が含まれております。

２　「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」には証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ7,900株

（議決権79個）及び26株含まれております。

　
②　【自己株式等】

平成22年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 千葉県野田市二ツ塚 　 　 　 　

ミヤチテクノス株式会社 95番地の３ 448,500 － 448,500 3.73

計 － 448,500 － 448,500 3.73

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

平成23年
１月 ２月 ３月

最高(円) 643 570 560 562 600 680 720 829 810

最低(円) 496 413 474 504 500 556 660 673 518

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び前第３四半期連結累計期

間（平成21年７月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連

結会計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年７月１日か

ら平成23年３月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成22年１月１日から

平成22年３月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成22年３月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第３四半期連結会計期間（平成23年

１月１日から平成23年３月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年７月１日から平成23年３月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日

をもって有限責任あずさ監査法人となりました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,686,806 3,814,182

受取手形及び売掛金 5,171,987 7,066,873

有価証券 44,579 47,374

商品及び製品 1,543,607 1,492,802

仕掛品 1,319,070 1,218,648

原材料及び貯蔵品 1,550,764 1,578,389

その他 668,981 672,252

貸倒引当金 △64,919 △57,489

流動資産合計 13,920,878 15,833,033

固定資産

有形固定資産 ※１
 3,984,467

※１
 4,022,254

無形固定資産

のれん 205,933 269,546

その他 774,872 931,930

無形固定資産合計 980,806 1,201,477

投資その他の資産 1,417,639 1,508,281

固定資産合計 6,382,912 6,732,013

繰延資産 10,214 12,129

資産合計 20,314,005 22,577,177

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,501,076 4,112,240

短期借入金 1,455,510 1,586,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 652,172 652,089

未払法人税等 178,749 116,915

賞与引当金 205,415 －

製品保証引当金 198,842 182,067

災害損失引当金 60,816 －

その他 1,139,653 1,505,453

流動負債合計 6,592,235 8,354,766

固定負債

社債 600,000 800,000

長期借入金 1,446,282 2,097,911

退職給付引当金 456,862 470,341

引当金 8,333 5,910

その他 41,267 38,297

固定負債合計 2,552,745 3,412,460

負債合計 9,144,981 11,767,226
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,606,113 1,606,113

資本剰余金 3,734,924 3,734,924

利益剰余金 7,941,457 7,619,607

自己株式 △839,604 △839,573

株主資本合計 12,442,890 12,121,072

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △50,483 △25,675

為替換算調整勘定 △1,485,765 △1,528,549

評価・換算差額等合計 △1,536,248 △1,554,225

新株予約権 219,868 209,418

少数株主持分 42,512 33,685

純資産合計 11,169,024 10,809,950

負債純資産合計 20,314,005 22,577,177
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高 12,472,058 14,947,163

売上原価 7,648,834 7,869,270

売上総利益 4,823,223 7,077,893

販売費及び一般管理費 ※１
 5,788,633

※１
 6,184,093

営業利益又は営業損失（△） △965,410 893,799

営業外収益

受取利息 8,223 3,717

受取配当金 2,135 1,760

助成金収入 26,755 21,196

受取賃貸料 19,285 9,847

金利スワップ評価益 15,176 21,841

その他 15,729 23,763

営業外収益合計 87,306 82,127

営業外費用

支払利息 91,208 67,863

為替差損 2,913 77,156

その他 19,297 33,003

営業外費用合計 113,419 178,023

経常利益又は経常損失（△） △991,522 797,903

特別利益

固定資産売却益 24,382 3,120

受取保険金 50,420 －

特別退職金戻入額 50,535 －

新株予約権戻入益 14,481 －

特別利益合計 139,820 3,120

特別損失

固定資産除売却損 17,676 10,291

投資有価証券評価損 － 8,947

ゴルフ会員権売却損 7,129 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,253

訴訟和解金 － 7,000

災害損失引当金繰入額 － ※２
 60,816

特別損失合計 24,805 103,308

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△876,508 697,715

法人税等 △12,834 314,130

少数株主損益調整前四半期純利益 － 383,584

少数株主利益 1,805 8,441

四半期純利益又は四半期純損失（△） △865,478 375,142
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高 4,758,353 4,825,214

売上原価 2,938,005 2,502,664

売上総利益 1,820,347 2,322,549

販売費及び一般管理費 ※１
 2,036,034

※１
 2,072,800

営業利益又は営業損失（△） △215,686 249,749

営業外収益

受取利息 1,118 1,071

助成金収入 5,310 3,676

受取賃貸料 4,722 1,941

金利スワップ評価益 △2,061 7,703

為替差益 － 60,252

その他 14,157 10,755

営業外収益合計 23,247 85,402

営業外費用

支払利息 32,415 21,166

為替差損 13,037 －

その他 4,856 2,087

営業外費用合計 50,309 23,253

経常利益又は経常損失（△） △242,748 311,898

特別利益

固定資産売却益 △89 1,625

受取保険金 △188 －

特別退職金戻入額 △978 －

新株予約権戻入益 14,481 －

特別利益合計 13,225 1,625

特別損失

固定資産除売却損 1,273 443

投資有価証券評価損 － 7,606

ゴルフ会員権売却損 7,129 －

災害損失引当金繰入額 － ※２
 60,816

特別損失合計 8,402 68,866

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△237,925 244,656

法人税等 292,273 124,335

少数株主損益調整前四半期純利益 － 120,321

少数株主利益又は少数株主損失（△） △385 4,320

四半期純利益又は四半期純損失（△） △529,812 116,000
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△876,508 697,715

減価償却費 509,882 533,386

のれん償却額 66,279 63,613

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6,020 13,861

受取利息及び受取配当金 △10,359 △5,478

支払利息 91,208 67,863

売上債権の増減額（△は増加） △613,896 1,905,866

たな卸資産の増減額（△は増加） △114,402 △105,352

仕入債務の増減額（△は減少） 1,170,131 △1,621,223

その他 △175,651 △23,217

小計 40,663 1,527,033

利息及び配当金の受取額 10,220 5,777

利息の支払額 △86,258 △79,855

法人税等の支払額 △34,920 △274,963

営業活動によるキャッシュ・フロー △70,295 1,177,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 302,133 △68

有形固定資産の取得による支出 △234,220 △286,588

有形固定資産の売却による収入 79,158 7,670

無形固定資産の取得による支出 △22,575 △28,803

投資有価証券の売却による収入 4,269 －

その他 4,984 30,679

投資活動によるキャッシュ・フロー 133,748 △277,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △578,648 △148,040

長期借入れによる収入 1,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △265,000 △651,546

社債の発行による収入 986,593 －

社債の償還による支出 － △200,000

配当金の支払額 △2,658 △45,224

その他 △9,759 △17,088

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,130,526 △1,061,899

現金及び現金同等物に係る換算差額 △80,585 30,848

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,113,393 △130,170

現金及び現金同等物の期首残高 3,045,452 3,861,556

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 4,158,846

※１
 3,731,386
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日）

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　 当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成23年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項の変

更

(1)　連結範囲の変更

当第３四半期連結会計期間より、新たに設立したミヤチマニュファク
チャリングタイランドCo.,LTD.及びミヤチベトナムCo.,LTD.を連結の
範囲に含めております。

(2)　変更後の連結子会社の数

17社

２．会計処理基準に関する事項の

変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業
会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用し
ております。

なお、当社の資産除去債務は建物等の賃借契約の原状回復義務に関するも
のであり、賃借契約に関する敷金が資産に計上されていることから、資産除
去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷
金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのう
ち過年度及び当期の負担に属する金額を損失及び費用に計上する方法を採
用しております。

これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ2,796千円減少し、税金等調整
前四半期純利益が19,049千円減少しております。

　 　

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成23年３月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第

３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
　

　

当第３四半期連結会計期間

(自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第

３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
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【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成23年３月31日)

たな卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法を主としております。

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額等を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等のたな卸資産で帳簿価

格を処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がないと認められる限

り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上しております。
　
　

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成23年３月31日)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示

しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末

(平成23年３月31日)

前連結会計年度末

(平成22年６月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 5,934,034千円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 5,679,151千円

 

　２　コミットメントライン

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた
め、取引銀行４行とシンジケート方式によるコミット
メントライン契約を締結しております。

この契約に基づく当第３四半期連結会計期間末の
借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントラ
インの総額

3,000,000千円

借入実行残高 630,000千円
差引額 2,370,000千円

なお、本契約には次のとおり財務制限条項が付され
ており、当該制限条項に定める事由が発生した場合に
は、期限の利益を喪失することになっております。

①　各年度の決算期の末日の連結の貸借対照表にお
ける純資産の部の金額を、その直前の決算期の末
日又は平成22年６月に終了する決算期の末日に
おける純資産の部の金額のいずれか大きいほう
の70％以上に維持することを確約しております。

②　各年度の決算期にかかる連結の損益計算書上の
経常損益に関して、経常損失を計上しないことを
確約しております。

 
(注)　当社において平成20年７月15日に締結したコ

ミットメントライン契約は、平成22年12月８日
に解約しました。

同日付で新たなコミットメントライン契約
を締結し、財務制限条項に定める事由を変更し
ております。

　２　コミットメントライン

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた
め、取引銀行４行とシンジケート方式によるコミット
メントライン契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行
残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントライ
ンの総額

3,000,000千円

借入実行残高 700,000千円
差引額 2,300,000千円

なお、本契約には次のとおり財務制限条項が付され
ており、当該制限条項に定める事由が発生した場合に
は、期限の利益を喪失することになっております。

①　各年度の決算期末日の単体及び連結の貸借対照
表における純資産の部の金額を、その直前の決算
期末日又は平成19年６月に終了する決算の末日
における純資産の部の金額のいずれか大きいほ
うの75％以上にそれぞれ維持することを確約し
ております。

②　各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計
算書上の経常損益に関して、経常損失を計上しな
いことを確約しております。

当連結会計年度において決算期末日の連結貸借対
照表における純資産の部の金額を平成19年６月に終
了した決算の末日におけるそれの75％以上に維持す
ることができなかったこと、及び単体の経常損益が損
失となったことにより、コミットメントライン契約に
付されている財務制限条項に抵触することとなりま
した。

但し、エージェント等を含めた各金融機関より、当
連結会計年度は上記２点について期限の利益喪失の
権利行使をしない旨の通知を平成22年３月24日付け
で受領しております。
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日

　至　平成23年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

販売手数料 238,443千円

給料 1,921,823千円

賞与引当金繰入額 54,635千円

退職給付費用 172,556千円

製品保証引当金繰入額 42,384千円

減価償却費 291,085千円

研究開発費 938,946千円
 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

販売手数料 381,538千円

給料 1,929,436千円

賞与引当金繰入額 155,966千円

退職給付費用 153,705千円

製品保証引当金繰入額 109,257千円

減価償却費 285,449千円

研究開発費 885,372千円
 

― ※２　東日本大震災により損傷した固定資産の修繕費用
等、合理的に見積もられる損失額を災害損失引当金
繰入額として計上しております。

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成23年１月１日

　至　平成23年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

販売手数料 87,747千円

給料 650,928千円

賞与引当金繰入額 54,635千円

退職給付費用 67,296千円

製品保証引当金繰入額 23,537千円

減価償却費 99,472千円

研究開発費 331,723千円
 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

販売手数料 117,331千円

給料 658,180千円

賞与引当金繰入額 128,637千円

退職給付費用 52,144千円

製品保証引当金繰入額 34,040千円

減価償却費 97,717千円

研究開発費 294,941千円
 

― ※２　東日本大震災により損傷した固定資産の修繕費用
等、合理的に見積もられる損失額を災害損失引当金
繰入額として計上しております。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日

　至　平成23年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年３月31日現在）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と当四半期連
結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関
係

（平成23年３月31日現在）

現金及び預金残高 4,109,047千円

有価証券勘定に含まれるマ
ネー・マネジメント・ファン
ド

49,798千円

現金及び現金同等物 4,158,846千円
　

現金及び預金残高 3,686,806千円

有価証券勘定に含まれるマ
ネー・マネジメント・ファン
ド

44,579千円

現金及び現金同等物 3,731,386千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成23年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年７月１日　至　平成

23年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類

当第３四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 12,030,685

　
２　自己株式の種類及び総数

株式の種類

当第３四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 448,588

　
３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる

株式の種類

目的となる

株式の数（株）

当第３四半期

連結会計期間末残高

（千円）

提出

会社

第６回 新株予約権

（平成16年）
普通株式 65,600 ―

平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― 165,072

平成19年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― 35,208

平成22年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― 19,588

合計 65,600 219,868

(注) 　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

　
４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年8月18日
開催の取締役会

普通株式 23,164,3102.00平成22年６月30日平成22年９月８日利益剰余金

平成23年2月8日
開催の取締役会

普通株式 23,164,2102.00平成22年12月31日平成23年３月９日利益剰余金

　
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が

当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自　平成21

年７月１日　至　平成22年３月31日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「産業用電気機械器具事業」の割合がいずれも90％を超え

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

　
日本

(千円)

米国

(千円)

欧州

(千円)

アジア

(千円)

計

(千円)

消去又は

全社

(千円)

連結

(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する
売上高

1,989,830862,7331,151,089754,6994,758,353 － 4,758,353

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

572,68184,90177,278157,021891,882(891,882) －

計 2,562,512947,6351,228,368911,7205,650,236(891,882)4,758,353

営業利益又は
営業損失(△)

△330,39155,160△40,807107,793△208,244(7,442)△215,686

(注) １　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 欧州………ドイツ、オランダ、フランス

(2) アジア……韓国、中国、台湾、タイ

　

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年７月１日　至　平成22年３月31日）

　
日本

(千円)

米国

(千円)

欧州

(千円)

アジア

(千円)

計

(千円)

消去又は

全社

(千円)

連結

(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対
する売上高

5,591,2022,386,0462,632,1001,862,70812,472,058－ 12,472,058

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,427,399220,209113,549421,4322,182,591(2,182,591)－

計 7,018,6022,606,2562,745,6492,284,14014,654,649(2,182,591)12,472,058

営業利益又は
営業損失(△)

△1,409,987112,615△12,534286,201△1,023,70558,295△965,410

(注) １　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 欧州………ドイツ、オランダ、フランス

(2) アジア……韓国、中国、台湾、タイ
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

　 アメリカ 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 616,338 628,018 1,682,685 2,927,042

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 4,758,353

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

13.0 13.2 35.4 61.5

(注) １　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アメリカ………米国、カナダ、中南米

(2) 欧州……………ドイツ、オランダ、フランス

(3) アジア…………韓国、中国、台湾、タイ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年７月１日　至　平成22年３月31日）

　 アメリカ 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,802,044 2,064,350 3,426,305 7,292,700

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 12,472,058

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

14.4 16.6 27.5 58.5

(注) １　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アメリカ………米国、カナダ、中南米

(2) 欧州……………ドイツ、オランダ、フランス

(3) アジア…………韓国、中国、台湾、タイ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

当社グループは、国内外でレーザ機器及び抵抗溶接機器など産業用電気機械器具を生産し、グローバルサプライ

ヤーとして世界各国に製品を提供しております。当社及び現地法人は、それぞれ独立した経営単位であり、販売する

製品並びに販売形態については各地域で戦略、方針及び目標を立案し、事業活動を行っております。

したがって、当社の報告セグメントは生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

本」、「米国」、「欧州」（主としてドイツ、オランダ）、「アジア」（主として中国、韓国）の４つを報告セグメン

トとしております。

　
２　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年７月１日  至  平成23年３月31日）
（単位：千円）

　
報告セグメント

調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額日本 米国 欧州 アジア 合計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への
売上高

5,949,3813,303,3992,640,7873,053,59514,947,163 － 14,947,163

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

2,819,001298,92977,582875,3384,070,852△4,070,852 －

計 8,768,3823,602,3292,718,3703,928,93319,018,016△4,070,85214,947,163

セグメント利益
又は損失(△)

△125,131351,443143,973632,4571,002,743△108,943 893,799

(注) １　セグメント利益又は損失の調整額△108,943千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
　

当第３四半期連結会計期間（自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日）

（単位：千円）

　
報告セグメント

調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額日本 米国 欧州 アジア 合計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への
売上高

1,861,7241,118,342825,1801,019,9674,825,214 － 4,825,214

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

715,139132,72840,585225,0561,113,510△1,113,510 －

計 2,576,8641,251,071865,7651,245,0235,938,724△1,113,5104,825,214

セグメント利益
又は損失(△)

△130,72599,46283,152180,200232,090 17,658 249,749

(注) １　セグメント利益又は損失の調整額17,658千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
（追加情報）

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号  平成20年

３月21日）を適用しております。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

　

(有価証券関係)

その他有価証券で時価のあるものについて、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末

(平成23年３月31日)

前連結会計年度末

(平成22年６月30日)

　

１株当たり純資産額 941円68銭

　

　

１株当たり純資産額 912円34銭

　
(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　
当第３四半期連結会計期間末

(平成23年３月31日)

前連結会計年度末

(平成22年６月30日)

純資産の部の合計額（千円） 11,169,024 10,809,950

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 262,381 243,103

　（うち新株予約権） (219,868) (209,418)

　（うち少数株主持分） (42,512) (33,685)

普通株式に係る四半期末(期末)の純資産額

（千円）
10,906,642 10,566,846

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

(期末)の普通株式の数（株）
11,582,097 11,582,155
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２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額等

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日

　至　平成23年３月31日)

１株当たり四半期純損失金額 74円72銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半

期純損失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 32円39銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
　 　

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年７月１日

　至　平成23年３月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △865,478 375,142

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△865,478 375,142

期中平均株式数（株） 11,582,224 11,582,125

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった

潜在株式について前連結会計年度末から重要な変

動がある場合の概要

－

平成22年９月28日第39回定時

株主総会決議の普通決議によ

る新株予約権

(普通株式　51,000株)

平成22年９月28日第39回定時

株主総会決議の特別決議によ

る新株予約権

(普通株式　279,600株)

 
これらの詳細については、

第４　提出会社の状況　１　株

式等の状況　(2)新株予約権等

の状況に記載のとおりであり

ます。
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第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成23年１月１日

　至　平成23年３月31日)

１株当たり四半期純損失金額 45円74銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半

期純損失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 10円02銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
　 　

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　

前第３四半期連結会計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成23年１月１日

　至　平成23年３月31日)

　四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △529,812 116,000

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）（千円）

△529,812 116,000

　期中平均株式数（株） 11,582,176 11,582,098

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった

潜在株式について前連結会計年度末から重要な変

動がある場合の概要

－

平成22年９月28日第39回定時

株主総会決議の普通決議によ

る新株予約権

（普通株式　51,000株）

平成22年９月28日第39回定時

株主総会決議の特別決議によ

る新株予約権

（普通株式　279,600株）

 
これらの詳細については、

第４　提出会社の状況　１　株

式等の状況　(2)新株予約権等

の状況に記載のとおりであり

ます。
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(重要な後発事象)

当社の連結子会社であるミヤチシステムズ株式会社は、平成23年４月27日開催の同社取締役会において、以下の

とおり希望退職者の募集を行うことを決議いたしました。

　
１．希望退職者募集の理由

設備投資の動向は依然として不透明感が拭えない状況の下、当社グループ各社は徹底した経営の効率化・

合理化等によってコスト削減、経費圧縮に全社を挙げて取り組んでおります。しかしながら、システム事業に

おいては今後も厳しい経営環境が続くことが見込まれます。当社の連結子会社であるミヤチシステムズ株式

会社は、激変する経営環境に対応するには抜本的な収益構造の改革に取り組むことが急務であると判断し、

収益の規模に見合う人員構成とするべく、希望退職者を募集することといたしました。

　
２．希望退職者募集の概要

①募集対象者 ミヤチシステムズ株式会社に在籍する退職日現在、原則として満40歳以上の正社

員

②募集人数 40名程度

③募集期間 平成23年４月28日～平成23年５月31日（予定）

④退職日 原則として平成23年６月20日

⑤優遇措置 通常の会社都合退職金に加え、特別加算金を上乗せ支給するとともに、希望者に対

しては再就職支援会社を通じた再就職支援を行う。

　
３．損益に与える影響

第40期（平成23年６月期）において割増退職金等を特別損失に計上する予定でありますが、当四半期報告

書提出日現在では退職者が確定していないため損益に与える影響は未確定であります。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年６月30日以前のものについては、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。また、リース取引残高は前連結会計年度末に比

べて著しい変動は認められません。

　

２ 【その他】

第40期（平成22年７月１日から平成23年６月30日まで）中間配当については、平成23年２月８日開催の取締役会

において、平成22年12月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 23,164千円

②　１株当たりの金額 ２円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成23年３月９日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年５月14日

ミヤチテクノス株式会社

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    尾    淳    一    ㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    山    邉    道    明    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているミヤ

チテクノス株式会社の平成21年７月1日から平成22年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期

間（平成22年１月１日から平成22年３月31まで）及び第３四半期連結累計期間(平成21年７月１日から平成

22年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ミヤチテクノス株式会社及び連結子会社の平

成22年３月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年５月13日

ミヤチテクノス株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
　　業務執行社員

　 公認会計士    小    尾    淳    一    ㊞

　
指定有限責任社員
　　業務執行社員

　 公認会計士    服    部    將    一    ㊞

　
指定有限責任社員
　　業務執行社員

　 公認会計士    山    邉    道    明    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているミヤ

チテクノス株式会社の平成22年７月１日から平成23年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期

間(平成23年１月１日から平成23年３月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年７月１日から平成

23年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ミヤチテクノス株式会社及び連結子会社の平

成23年３月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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